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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．登録申請の公示のお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
下記の産品について、登録申請の公示を行いました。
なお、本メールマガジンは、地理的表示保護制度のホームページに公示され

た内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホー

ムページを確認いただきますようお願いいたします。

◆ 登録申請の内容が公示された産品

▼ 前沢牛（平成28年11月2日公示）
生産地：岩手県奥州市前沢区
申請者：岩手ふるさと農業協同組合

意見書提出期間は、公示日から３か月間です。
公示一覧は、こちらを御覧下さい。
（URL） http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．韓国及びオーストラリアにおけるGIマークの商標登録について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
地理的表示（GI）として登録されたことを示すGIマークについては、海外で

の模倣使用を防止するため、主要な輸出先国において、商標登録申請を行って
います。
このたび、韓国において平成28年10月19日付けで、オーストラリアにおいて

平成28年9月29日付けでGIマークの商標登録が完了しました。
これは、台湾、ラオス、ニュージーランドに続く商標登録となります。(こ

の他、ミャンマーにおいて商標として登記済み。)
これにより、これらの国において、不正にGIマークを貼付して販売しようと



した場合、各国の商標法に基づいて農林水産省から差止要求することが可能と
なりますので、GIマークによって真正な日本のGI産品であることを海外でも確
認できるようになります。

【農林水産省プレスリリースURL】
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/161101.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．「ジャパンハーヴェスト2016」でGI登録産品の紹介を行います（東京都）

（再掲）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
農林水産省は、「消費者と生産者の絆を深める」、「日本と世界の絆を深め

る」をコンセプトに実施する「食と農林漁業の祭典」の一環として、「ジャパ
ンハーヴェスト2016」を開催します。
イベントではGI登録産品の紹介として、登録産品やパネルの展示を行います

ので是非御参加ください。

【日時】
11月5日（土）11：00～16：00
11月6日（日）11：00～16：00

【場所】
東京都千代田区 丸の内仲通り・行幸通り

【参考URL】
フード・アクション・ニッポンHP
http://tabeyo-kokusan.jp/japan-harvest2016

農林水産省HPプレスリリース 「ジャパンハーヴェスト2016」の開催について
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/161025.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．「八女星のまつり2016」で「八女伝統本玉露」を使った体験イベントが行

われます（福岡県）（再掲）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
11月12日（土）～13日（日）に福岡県八女市星野村で「八女星のまつり2016」

が下記のとおり開催されます。
体験イベントとしてGI登録された「八女伝統本玉露」を使った玉露の淹れ方

講座が行われますので是非御参加ください。

【日時】
11月12日（土）10:00～16:00
※ 玉露の淹れ方講座は12:00～16:00に行われます。

11月13日（日）9:40～16:30
※ 玉露の淹れ方講座は9:50～16:30に行われます。

【場所】
福岡県八女市星野村10816-5
星のふるさと公園（平和の広場）
※ 玉露の入れ方講座は公園内「茶の文化館」前で行われます。

【参考URL】
http://www.city.yame.fukuoka.jp/event/1473988229073.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．巡回特許庁「地域団体商標10周年記念セミナ－」での地理的表示保護制度

の講演について（京都府）（再掲）



―――――――――――――――――――――――――――――――――――
11月29日（火）に下記の通り巡回特許庁「地域団体商標10周年記念セミナー」

が開催されます。地理的表示制度の講演（農林水産省食料産業局知的財産課長
が講演予定です。）やGI登録産品「三輪素麺」の登録生産者団体の方がパネリ
ストとして参加するパネルディスカッションを予定しておりますので、是非御
受講ください。

【日時】
11月29日（火）13:30～16:00（予定）

【場所】
京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1
京都市勧業館みやこめっせ

【参考URL】
http://www.jiii.or.jp/h28_jyunkai/kinki.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
６．JETRO主催「輸出に向けた地理的表示（GI）セミナー」について（再掲）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本貿易振興機構（JETRO）による、地理的表示を活用した輸出に関するセミ

ナーが開催されます。
日本の地理的表示法及び登録状況等の紹介、並びに欧州におけるGI取組事例

を通じた輸出における有用性が紹介される予定です。
御関心の方は是非御参加ください。

【開催スケジュール】

○秋田県秋田市（2016年11月８日）
内容：「EUにおける地理的表示（GI）取組事例－輸出への活用を中心に－」
参考URL：https://www.jetro.go.jp/events/aki/40a86da741e9fff6.html

○東京都港区（2016年11月14日）
内容：「地理的表示法および農林水産省の取り組みについて」（仮）

「EUにおける地理的表示（GI）取組事例－輸出への活用を中心に－」
参考URL：https://www.jetro.go.jp/events/afa/9ba4e4c4f6312d1a.html

○愛知県名古屋市（2016年12月８日）
内容：「GI法の概要、登録産品、農水省の取り組み等について」

「EUにおける地理的表示（GI）取組事例－輸出への活用を中心に－」
参考URL：https://www.jetro.go.jp/events/nag/fab689ac347fdbec.html

○岡山県岡山市（2016年12月14日）
内容：「地理的表示について」

「EUにおける地理的表示（GI）取組事例－輸出への活用を中心に－」
参考URL：https://www.jetro.go.jp/events/hir/f61cd4824cb6a3aa.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
７．「地理的表示登録申請に向けた地域ブロック説明・相談会」のお知らせ

（再掲）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ＧＩサポートデスクによる、登録申請をご検討されている方等を対象とした

説明・相談会が開催されます。
登録申請を検討されている方はこの機会に是非御参加ください。

【九州ブロック開催概要】
日時：平成28年11月25日 (金) 13：30～16：30(13:00受付開始)
場所：ホテルグランデはがくれ フラワーホールC（佐賀県佐賀市天神2-1-36）



内容：
第１部 1.地理的表示保護制度の説明と推進状況

2.申請のポイントと戦略性、活用方法
3.支援体制の強化(知的財産総合支援窓口との連携)

第２部 個別相談会 （事前申込み制で実施します）
参考URL：
http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/index.html

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

[地理的表示メールマガジン]
発行：農林水産省食料産業局知的財産課
住所：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
FAX：０３－３５０２－５３０１
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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